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都市地域、農業地域等の五地域の範囲を図面表示した「計画図」と土地

 利用の調整に関する事項等を記載した「計画書」から構成

「計画図」
都道府県の範囲を五地

 域に区分し、それを５

 万分の１の縮尺の地形

 図に表示。個別規制法

 の地域・区域の変更に

 先立ち変更

変更時期：随時
（通常年１回）

「計画書」
・土地利用の基本方向
・五地域ごとの土地利用の原則
・五地域区分の重複する地域における
土地利用に関する調整指導方針
（土地利用の優先順位、土地利用の
誘導の方法等）

変更時期：国土利用計画改定毎
（概ね10年に１度）

土地利用基本計画

１ 土地利用基本計画の構成
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土地利用基本計画の位置付け

土地利用基本計画（法第９条の規定により県が定める。）

・計画図（五地域区分を図面にゾーニング）
・計画書（土地利用の基本方向、土地利用の原則、

重複地域の調整方針等）

・都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法等の

個別規制法に基づく諸計画に対する上位計画として土地利用

の総合調整の機能を発揮

・都道府県の区域を五地域に区分するとともに、五地域ごとの

土地利用の原則、五地域が重複する地域の土地利用の優先順

位及び土地利用の誘導の方法等を定める即地的な計画

都市
地域

一体の都市として総合的に開発し、整備

 
し、及び保全する必要がある地域（都市

 
計画法に基づく都市計画区域に相当）

農業
地域

農用地として利用すべき土地があり、総

 
合的に農業の振興を図る必要がある地域

 
（農業振興地域の整備に関する法律に基

 
づく農業振興地域に相当）

森林
地域

森林として利用すべき土地があり、林業

 
の振興又は森林の有する諸機能の維持増

 
進を図る必要がある地域（森林法に基づ

 
く国有林の区域又は地域森林計画の対象

 
となる民有林の区域に相当）

優れた自然の風景地で、その保護及び利

 
用の増進を図る必要がある地域（自然公

 
園法に基づく国立公園、国定公園又は県

 
立自然公園に相当）

良好な自然環境を形成している地域で、

 
その保全を図る必要がある地域（自然環

 
境保全法に基づく原生自然環境保全地域

 
及び自然環境保全地域又は県立自然環境

 
保全地域に相当）

自然公園
地域

自然保全
地域
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都市計画法

農振法

森林法

自然公園法

自然環境保全法

個別規制法に基づく諸計画

土地利用基本計画
（国土利用計画法）

個別規制法に対して総合的見地か

 
ら土地利用の基本方向を示す

・土地利用の基本方向を示す
・直接的に土地利用を規制しない

・土地利用の是非を判断
・具体的な土地利用規制を規定
・計画に基づく施策を実施

各計画の位置付等

（都市計画）

（農業振興地域整備計画）

（地域森林計画）

（公園計画）

（保全計画）

・個別規制法を通じ

 て土地利用を誘導
・土地利用基本計画の
基本方向に基づき運用
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土地利用基本計画と個別規制法との関係

３
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国土利用計画法に基づく土地利用基本計画の変更手続き

静岡県土地利用基本計画の変更

静岡県国土利用計画審議会静岡県国土利用計画審議会

了
承
・

 

了
解

意
見
を

 

聴
く

国土交通大臣との協議

決 定 ・ 公 表

個別規制法に基づく諸計画の地域・ 区 域 の 変 更

市
町
の
意
見
を
聴
く
・
関
係
省
庁
等
と
協
議
・
調
整
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